
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 円 100 200 310 410 520 620 730 830 940 1,040

400 円 410 830 1,250 1,670 2,090 2,510 2,930 3,350 3,770 4,190

100 円 100 200 310 410 520 620 730 830 940 1,040

300 円 310 620 940 1,250 1,570 1,880 2,200 2,510 2,820 3,140

200 円 200 410 620 830 1,040 1,250 1,460 1,670 1,880 2,090

100 円 100 200 310 410 520 620 730 830 940 1,040

施設使用料 100 円 100 200 310 410 520 620 730 830 940 1,040

素焼き 4,000 円 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7,000 円 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

【楽習館】

施　設　使　用　料　　料　金　表

２階　会議室

　　　　　　(2)使用時間で１時間未満のもの又は１時間未満の端数は、１時間として計算する。

利用料金（10円未満切捨て）＝（基本額×利用時間）÷1.05×1.1　(R1.10.1以降適用)

基本額 使用時間ごとの料金表(円）

（１時間当）

冷暖房使用料

施　　設　　名

陶芸窯使用料

施設使用料

２階　研修室

【注意事項】上記施設共通

　　　　　　(1)町外の者の使用については、施設使用料の２倍の額を徴収する。

施設使用料
２階　会議室

２階　研修室

【三近堂コミュニティセンター】

　　　　　　　　【利用料金（10円未満切捨て）＝（町内基本額×２倍×利用時間）÷1.05×1.1】

大ホール

和会議室

１人１時間

本焼き

【陶芸館】


